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武蔵野市公共施設照明ＬＥＤ化における照明器具賃貸借 

プロポーザル実施要領  

１  目 的  

こ の 実 施 要 領 は 、 武 蔵 野 市 公 共 施 設 照 明 L E D 化 （ 以 下 「 本 L E D

化 」 と い う 。 ） に お け る 照 明 器 具 の 更 新 に 関 し 、 当 該 賃 貸 借 業 務 を

最 適 化 か つ 専 門 性 を 有 す る 事 業 者 を 審 査 す る た め に 実 施 す る プ ロ ポ

ー ザ ル に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  背 景  

「 水 銀 に 関 す る 水 俣 条 約 」 の 決 定 に よ り 、 2 0 2 7 年 （ 令 和 ９ 年 ） 末

ま で に 一 般 照 明 用 蛍 光 ラ ン プ の 製 造 ・ 輸 出 入 が 廃 止 さ れ る こ と が 決

定 し て お り 、 市 内 の 公 共 施 設 に 残 存 す る 蛍 光 灯 器 具 を 令 和 ９ 年 度 ま

で に 更 新 す る こ と が 喫 緊 の 課 題 と な っ て い る 。  

さ ら に 市 で は 、 「 武 蔵 野 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 」 に 基 づ き 、

2 0 5 0 年 の 二 酸 化 炭 素 排 出 実 質 ゼ ロ （ ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ ） の 実 現 を

目 指 し 、 脱 炭 素 施 策 を 推 進 し て い る 。  

こ れ ら の 課 題 等 に 対 し 、 多 額 の 初 期 投 資 を 伴 う 照 明 器 具 の 更 新 を

短 期 間 か つ 効 率 的 に 実 施 す る た め 、 民 間 事 業 者 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 し

た リ ー ス 方 式 を 採 用 し 、 一 般 照 明 用 蛍 光 ラ ン プ の 製 造 ･ 輸 出 入 の 廃 止

へ の 対 応 と と も に 、 環 境 負 荷 の 低 減 と 財 政 負 担 の 平 準 化 を 図 る も の

で あ る 。  

 

３  効 果  

本 L E D 化 は 、 対 象 と な る 公 共 施 設 の 既 存 照 明 器 具 （ 蛍 光 灯 、 誘 導

灯 、 非 常 灯 、 外 灯 等 ） を 一 括 し て L E D 照 明 器 具 へ 更 新 し 、 長 期 に わ

た る 保 守 管 理 を 委 託 す る こ と に よ り 、 以 下 の 効 果 を 実 現 す る 。  

⑴  水 銀 条 約 に よ る 蛍 光 灯 供 給 停 止 リ ス ク へ の 対 応 と 、 施 設 環 境 の

維 持 ・ 向 上  

⑵  賃 貸 借 方 式 に よ る 財 政 支 出 の 平 準 化 と と も に 電 気 料 金 及 び 維 持

管 理 コ ス ト の 削 減  

⑶  照 明 設 備 の 突 発 的 な 故 障 時 に お け る 早 期 対 応  

⑷  省 エ ネ ル ギ ー 化 に よ る 温 室 効 果 ガ ス （ C O 2 ） 排 出 量 の 削 減  

 

４  業 務 概 要  

⑴  業 務 名 称  
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武 蔵 野 市 公 共 施 設 照 明 設 備 Ｌ Ｅ Ｄ 化 に お け る 照 明 器 具 賃 貸 借  

⑵  業 務 内 容  

別 紙 「 企 画 提 案 仕 様 書 」 の と お り  

⑶  事 業 期 間  

ア  導 入 ・ 施 工 期 間  

契 約 締 結 日 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 上 旬 予 定 ） か ら 令 和 1 0 年 ３ 月 3 1 日

ま で  

※ 本 期 間 内 に 、 対 象 施 設 の 詳 細 調 査 、 設 計 、 機 器 更 新 工 事 及 び

調 整 、 撤 去 処 分 、 完 了 検 査 を 終 え る こ と 。  

イ  賃 貸 借 期 間  

賃 貸 借 開 始 日 か ら 1 0 年 間 （ 1 2 0 ヶ 月 ）  

※ 賃 貸 借 開 始 時 期 に つ い て は 、 一 括 開 始 ま た は 随 時 開 始 を 含

め 、 受 注 者 の 提 案 に 基 づ き 市 と 協 議 の 上 決 定 す る 。 た だ し 、

賃 貸 借 に 伴 う 支 払 い 開 始 は 令 和 ９ 年 度 以 降 を 予 定 し て い る 。  

⑷  履 行 場 所  

市 本 庁 舎 、 各 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 、 市 立 小 中 学 校 、 そ の 他 市

が 所 有 し 指 定 す る 施 設  

（ 詳 細 は 「 別 紙 １ ： L E D 化 対 象 施 設 一 覧 表 」 及 び 「 別 紙 ２ ： 既

存 照 明 リ ス ト 」 を 参 照 ）  

 

５  提 案 上 限 額  

総 額  1 , 0 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0  円 （ 諸 経 費 、 消 費 税 等 を 含 む ）  

※ 本 金 額 は 、 詳 細 調 査 ・ 設 計 ・ 機 器 調 達 ・ 更 新 工 事 及 び 調 整 ・ 撤 去

処 分 ・ 賃 貸 借 期 間 中 の 保 守 費 ・ 金 利 ・ 動 産 総 合 保 険 料 等 、 本 事 業

の 実 施 に 要 す る 一 切 の 費 用 を 含 む 、 総 額 と す る 。  

※ 提 案 上 限 額 は 契 約 金 額 や 予 定 価 格 を 示 す も の で は な い 。  

※ こ の 金 額 を 上 回 る 提 案 は 無 効 と す る 。  

※ 契 約 は 予 算 の 議 決 を 条 件 と し 、 契 約 を 約 束 す る も の で は な い 。  

 

６  実 施 方 法  

公 募 型 企 画 提 案 方 式 で 行 う 。 企 画 提 案 書 の 提 出 を 受 け た 上 で 、 武

蔵 野 市 が 定 め る 評 価 基 準 に 基 づ き 、 武 蔵 野 市 公 共 施 設 照 明 L E D 化 事

業 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） に お い て 評

価 を 行 い 、 優 先 交 渉 権 者 を 決 定 す る 。 選 考 結 果 は 全 て の 事 業 者 に 書

面 で 通 知 す る 。  
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７  参 加 資 格  

参 加 者 は 、 次 の 要 件 す べ て に 該 当 す る も の に 限 る 。  

⑴  東 京 都 電 子 自 治 体 共 同 運 営 電 子 調 達 サ ー ビ ス に て 武 蔵 野 市 の 物

品 の 競 争 入 札 参 加 資 格 を 得 て い る こ と 。 た だ し 、 応 募 時 点 で 当 該

資 格 を 有 し て い な い 場 合 で あ っ て も 、 優 先 交 渉 権 者 と し て 決 定 さ

れ た 後 、 速 や か に 物 品 の 登 録 を す れ ば こ の 限 り で は な い 。  

⑵  地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 6 7 条 の ４ の 規 定 の い ず れ に も 該 当 し な い

も の で あ る こ と 。  

⑶  武 蔵 野 市 か ら 指 名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。  

⑷  市 が 発 注 す る 契 約 に お け る 暴 力 団 等 排 除 措 置 要 綱 別 表 左 欄 の い

ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

⑸  電 気 工 事 業 法 に 基 づ く 電 気 工 事 業 の 登 録 を 受 け て い る こ と 、 ま

た は 当 該 登 録 を 受 け て い る 者 を 協 力 会 社 と す る こ と 。  

⑹  建 設 業 法 に 基 づ く 電 気 工 事 業 の 特 定 建 設 業 許 可 を 有 す る こ と 、

ま た は 当 該 許 可 を 有 す る 者 を 協 力 会 社 と す る こ と 。  

 

８  ス ケ ジ ュ ー ル  

項目  日程  

公告・申込開始  令和８年１月９日（金）  

申込期限  令和８年２月９日（月）  

参加資格確認・通知  令和８年２月 1 3 日（金）  

質問受付期間  令和８年２月 1 6 日（月）～２月 2 4 日（火）  

質問書回答  令和８年２月 2 6 日（木）  

企画提案書等の提

出、辞退の表明締め切

り  

令和８年３月５日（木）  

プレゼンテーション  
令和８年３月 1 1 日（水）  

予備日：３月 1 2 日（木）※応募者多数の場合  

優先交渉権者決定・

選考結果通知発送  
令和８年３月 1 9 日（木）  

契約締結（予定）  令和８年４月上旬  
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９  現 地 見 学  

本 プ ロ ポ ー ザ ル に お い て は 、 主 要 な 施 設 の み 現 地 見 学 を 実 施 す

る 。 見 学 人 数 は ５ 人 ま で と す る 。 そ の 他 の 施 設 の 既 存 設 備 の 数 量 等

は 別 紙 １ の リ ス ト を 参 照 す る こ と 。 な お 、 見 学 の 有 無 に よ る 不 利 な

取 り 扱 い を す る こ と は な い 。  

⑴  見 学 施 設  

市 庁 舎 、 武 蔵 野 プ レ イ ス 、 ス イ ン グ ホ ー ル  

⑵  見 学 日 時  

令 和 ８ 年 １ 月 1 6 日 ( 金 ) ～ 令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 ( 月 ) の い ず れ か

（ 平 日 の み ）  

⑶  内 容  

施 設 内 の 見 学 （ 案 内 に 従 っ て の 見 学 の み と し 、 質 疑 等 は す べ て

「 1 1  質 問 お よ び 回 答 」 に て 行 う こ と 、 た だ し 施 設 の 見 学 箇 所 に

つ い て の 質 問 は 施 設 の 案 内 の も の に 都 度 伝 え る こ と ）  

⑷  申 込 方 法  

見 学 を 希 望 す る 最 も 早 い 日 の 一 週 間 前 ま で に 、 事 務 局 に メ ー ル

( S E C - S H I S E T S U @ c i t y . m u s a s h i n o . l g . j p ) に て 見 学 希 望 施

設 、 第 三 希 望 ま で の 候 補 日 を 提 示 し 、 調 整 を 行 う 。 な お 、 日 時 に

よ っ て は 見 学 場 所 に 制 限 が あ る 場 合 が あ る 。  

 

1 0 参 加 申 込 ・ 辞 退   

⑴  提 出 書 類 ： プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込 書  

※ 東 京 電 子 自 治 体 共 同 運 営 電 子 調 達 サ ー ビ ス に て 武 蔵 野 市 の 物 品

の 競 争 入 札 参 加 資 格 を 得 て い る 場 合 【 様 式 １ - １ 】 を 使 用 し 、 得

て い な い 場 合 は 【 様 式 １ - ２ 】 を 使 用 す る こ と 。  

⑵  提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 （ 月 ）  午 後 ５ 時 ま で   

⑶  提 出 方 法 ： 事 務 局 ま で 持 参 又 は 郵 送 （ 必 着 ）  

⑷  参 加 申 込 後 の 辞 退 に つ い て  

： プ ロ ポ ー ザ ル 辞 退 届 【 様 式 ２ 】 を 令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日

（ 木 ） ま で に 事 務 局 に 郵 送 ま た は 持 込 に て 提 出 す

る 。  

 

1 1 質 問 お よ び 回 答  

⑴  対   象 ： 参 加 申 込 を し て い る 者 に 限 る 。  

⑵  質 問 方 法 ： 質 問 は 、 下 記 の メ ー ル ア ド レ ス に 「 プ ロ ポ ー ザ ル の

質 問 」 と 件 名 を 記 入 し た う え で 、 プ ロ ポ ー ザ ル 質 問
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書 【 様 式 ３ 】 を 電 子 メ ー ル で 提 出 す る こ と 。  

メ ー ル ア ド レ ス ：  S E C - S H I S E T S U @ c i t y . m u s a s h i n o . l g . j p  

⑶  提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 （ 月 ） か ら ２ 月 2 4 日 （ 火 ） 午 後  

５ 時 ま で  

⑷  回   答 ： 令 和 ８ 年 ２ 月 2 6 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で に 随 時 行 う 。  

電 子 メ ー ル で 全 て の 参 加 予 定 事 業 者 に 一 斉 に 送 信 す

る 。 な お 、 業 者 の 名 称 、 指 名 数 に 関 す る 質 問 に は 回

答 し な い 。  

 

1 2 企 画 提 案 書 等 の 提 出  

本 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 者 は 、 以 下 の 書 類 を 作 成 し 、 期 限 ま で に

提 出 す る こ と 。  

⑴  提 出 書 類 一 覧  

N o .  書 類 名 称  内 容 ・ 留 意 事 項  

1  会 社 概 要 、 業 務

実 績 、 担 当 者 の

資 格 ・ 業 務 経 歴

等  

業 務 実 績 に お い て は 本 業 務 に 関 連 す る も

の を 記 載 す る こ と 。  

2  企 画 提 案 書  以 下 の 項 目 を 含 む 提 案 内 容 を A 4 版 2 0 ペ

ー ジ 以 内 で ま と め た も の 。  

・ 実 施 方 針 及 び 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル （ ２ ヵ 年

計 画 ）  

・ 施 工 計 画 （ 学 校 ・ 福 祉 施 設 へ の 配 慮 、 安

全 対 策 、 ア ス ベ ス ト 対 応 方 針 ）  

・ 導 入 機 器 の 選 定 理 由 及 び 仕 様 ・ 保 守 管 理

体 制  

3  省 エ ネ ル ギ ー 効

果 試 算 書  

仕 様 書 「 ３ ⑹  省 エ ネ ル ギ ー 効 果 の 算 出

条 件 」 に 基 づ き 、 消 費 電 力 及 び C O 2 排 出 量

の 削 減 効 果 を 試 算 し た も の 。  

4  賃 貸 借 開 始 ・ 支

払 計 画 提 案 書  

仕 様 書 「 ３ ⑵  賃 貸 借 期 間 及 び 支 払 計 画

の 提 案 」 に 基 づ き 、 金 利 負 担 の 内 訳 を 明 示

し た 資 料 。  

5  見 積 書 （ 価 格 提

案 書 ）  

【 様 式 ４ 】  

総 額 （ 税 込 ） を 記 載 し た も の 。 代 表 者 印

を 押 印 す る こ と 。 「 ５  提 案 上 限 額 」 の 範

囲 内 の 金 額 と す る こ と 。  

6  積 算 内 訳 書  見 積 金 額 の 根 拠 と な る 詳 細 内 訳 。  

・ 機 器 費 、 工 事 費 、 撤 去 処 分 費 、 設 計 費 、

保 守 費 、 賃 貸 借 料 率 、 金 利 、 保 険 料 等 を

費 目 別 に 記 載 す る こ と 。   
7  機 器 仕 様 書 ・ カ

タ ロ グ  

提 案 す る 照 明 器 具 の メ ー カ ー 名 （ 複 数 メ

ー カ ー を 提 案 可 能 な 場 合 は そ の 旨 を 記 載 ）

及 び 基 本 的 な 仕 様 が 確 認 で き る 資 料 （ カ タ

ロ グ の 抜 粋 等 ） 。  

mailto:SEC-SHISETSU@city.musashino.lg.jp
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⑵  提 出 部 数 （ N o . 5 見 積 書 （ 価 格 提 案 書 ） の み 正 本 １ 部 の み で 可 と

す る 。 ）  

・ 正 本 ： １ 部  

・ 副 本 ： ６ 部 （ 副 本 に は 社 名 が 特 定 で き る 記 載 を 含 め な い こ と ）  

・ 電 子 デ ー タ ： 1 式 （ C D - R ま た は D V D - R に 格 納 ）  

⑶  規 格 等  

・ 原 則 と し て A 4 版 （ 両 面 可 、 図 面 等 は A 3 版 折 り 込 み 可 ） と し 、 フ  

ァ イ ル 綴 じ ま た は 製 本 す る こ と 。  

・ 様 式 の 指 定 が な い も の は 任 意 様 式 と す る 。  

・ 日 本 語 及 び 日 本 円 （ 円 単 位 ） で 表 記 す る こ と 。  

⑷  提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で （ 必 着 ）  

⑸  提 出 方 法 ： 事 務 局 ま で 持 参 又 は 郵 送 （ 必 着 ） で 提 出 す る こ と 。  

 

1 3 審 査 及 び 選 考 順 位 の 決 定 等  

⑴  審 査 方 法  

 ア  審 査 は 委 員 会 が 行 う 。  

 イ  審 査 に あ た っ て は 、 企 画 提 案 書 等 の 提 出 書 類 及 び プ レ ゼ ン テ

ー シ ョ ン に 基 づ き 、 提 案 者 の 業 務 実 務 能 力 を 審 査 し て 最 も 優 れ

た 提 案 が あ っ た も の を 優 先 交 渉 権 者 と す る 。  

⑵  審 査 方 式  

技 術 点 と 価 格 点 の 総 合 評 価 方 式 と す る 。 （ 配 点 ： 技 術 点 [ 1 6 0 ]

点 、 価 格 点 [ 4 0 ] 点 ）  

⑶  技 術 点 （ 1 6 0 点 ）  

大 項 目  中 項 目  評 価 の 視 点 ・ 審 査 基 準  配 点  

1 . 実 施 体

制  

 

( 4 0 点 )  

⑴ 企 業 の 信

頼 性 ・ 実 績  

・ 過 去 ５ 年 に お い て 類 似 規 模 の 自 治

体 に お け る L E D 化 一 括 賃 貸 借 事 業

の 受 託 実 績 を 有 し て い る か 。  

・ 長 期 （ 1 0 年 以 上 ） の 事 業 を 継 続

し て 遂 行 で き る 経 営 基 盤 ・ 財 務 能

力 を 有 し て い る か 。  

3 0  

⑵ 実 施 体 制  ・ 総 括 責 任 者 及 び 現 場 代 理 人 の 経

験 ・ 能 力 は 十 分 か 。  

・ 緊 急 時 に お け る バ ッ ク ア ッ プ 体 制

が 確 立 さ れ て い る か 。  

1 0  

2 . 機 器 ・

省 エ ネ  

 

( 5 5 点 )  

⑴ 機 器 選 定

の 妥 当 性  

・ 提 案 機 器 は 国 内 メ ー カ ー 品 で あ

り 、 J I L 規 格 （ 日 本 照 明 工 業 会 ）

等 の 信 頼 性 の 高 い 規 格 に 準 拠 し て

い る か 。  

・ L E D 化 に 伴 う 課 題 （ 既 存 デ ザ イ ン

3 0  
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と の 調 和 、 ま ぶ し さ の 抑 制 、 見 え

方 の 改 善 等 ） を 解 決 し 、 施 設 の 利

用 価 値 を 高 め る 機 器 選 定 プ ロ セ ス

と な っ て い る か 。  

⑵ 省 エ ネ ル

ギ ー 効 果  

・ 人 感 セ ン サ ー や 自 動 点 滅 器 の 導 入

な ど 、 更 な る 省 エ ネ ・ 環 境 配 慮 に

向 け た 制 御 手 法 の 提 案 が あ る か 。  

2 5  

3 . 施 工 計

画  

 

( 2 0 点 )  

⑴ 工 程 計 画

の 安 全 性  

・ ２ 年 間 の 工 期 を 有 効 に 活 用 し 、 無

理 の な い 安 全 な 施 工 計 画 と な っ て

い る か 。  

・ 学 校 施 設 に お け る 長 期 休 業 期 間

（ 夏 ・ 冬 ・ 春 ） の 活 用 な ど 、 施 設

運 営 へ の 影 響 を 最 小 限 に 抑 え る 配

慮 が な さ れ て い る か 。  

・ 各 施 設 所 管 部 署 と の 協 議 ・ 調 整 プ

ロ セ ス が 適 切 に 計 画 に 組 み 込 ま れ

て い る か 。  

1 0  

⑵ 安 全 管

理 ・ 環 境 対

策  

・ 高 所 作 業 や 夜 間 作 業 に お け る 安 全

対 策 （ 足 場 、 誘 導 員 の 配 置 等 ） が

具 体 的 か つ 十 分 か 。  

・ ア ス ベ ス ト 含 有 の 可 能 性 が あ る 箇

所 へ の 穿 孔 を 避 け る 工 法 や 、 飛 散

防 止 対 策 が 考 慮 さ れ て い る か 。  

1 0  

4 . 保 守 性  

 

( 1 0 点 )  

⑴ 保 守 管 理

体 制  

・ 機 器 に 不 具 合 が 生 じ た 際 、 又 は 災

害 時 等 の 緊 急 事 態 が 発 生 し た 際 の

連 絡 体 制 及 び 初 動 対 応 が 明 確 か 。  

・ 責 任 分 担 及 び 予 備 品 の 管 理 体 制 は

十 分 か 。  

1 0  

5 . 地 域 貢

献 ・ 提 案 等  

 

( 3 5 点 )  

⑴ 市 内 事 業

者 の 活 用  

・ 市 内 の 事 業 者 を 活 用 す る 計 画 と な

っ て い る か 。  

1 5  

⑵ 独 自 提 案  ・ 市 に と っ て 有 益 な 付 加 価 値 提 案 が

あ る か 。 （ 施 工 期 間 中 に 既 設 照 明

が 不 点 灯 （ 球 切 れ 等 ） と な っ た 場

合 の 暫 定 対 応 策 等 ）  

2 0  

合 計  1 6 0  

⑶  価 格 点 （ 4 0 点 ）  

項 目  算 出 式  配 点  

見 積 価 格  価 格 点 ＝ （  最 低 価 格  /  提 案 価 格  ） × 4 0 点  

※  小 数 点 第 2 位 以 下 切 り 捨 て  

4 0  

⑷  審 査 会 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ）  

ア  日 程 及 び 場 所 は 後 日 参 加 者 に 通 知 す る 。  

イ  企 画 提 案 の 審 査 は 、 企 画 提 案 書 に 基 づ く プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

及 び ヒ ア リ ン グ に よ り 行 う 。  
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ウ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン へ の 参 加 人 数 は 、 ５ 名 以 内 と す る 。  

エ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン は 、 本 業 務 委 託 を 受 託 し た 場 合 の 業 務 責

任 者 及 び 担 当 者 が 参 加 し て 実 施 す る こ と 。  

オ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 実 施 時 間 は 、 2 0 分 以 内 と す る 。 引 き 続

き 、 質 疑 応 答 を 1 5 分 程 度 実 施 す る 。  

カ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン は 、 事 前 に 提 出 し た 企 画 提 案 書 に 沿 っ て

行 う こ と 。  

キ  提 出 し た 企 画 提 案 書 以 外 の 追 加 資 料 は 認 め な い 。  

ク  プ ロ ジ ェ ク タ ー 及 び ス ク リ ー ン を 使 用 し て 説 明 す る こ と を 認

め る 。 そ の 場 合 、 機 材 に つ い て は 各 自 で 準 備 す る こ と 。 た だ

し 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー 及 び ス ク リ ー ン は 市 が 準 備 す る 。 端 子 は

H D M I と す る 。  

ケ  審 査 会 に お け る 質 疑 応 答 を 記 録 し た 議 事 録 を 作 成 し 、 審 査 会

実 施 終 了 後 ５ 営 業 日 以 内 に 提 出 す る こ と 。 議 事 録 の 体 裁 は 、 任

意 の 体 裁 と す る 。  

 

1 4 審 査 に つ い て  

⑴  優 先 交 渉 権 者 及 び 次 点 者 は 、 1 3 ⑴ の 審 査 方 法 に 基 づ き 決 定 す

る 。  

⑵  ⑴ に お け る 取 得 点 数 が 同 点 と な っ た 場 合 の 最 終 的 な 審 査 順 位

は 、 委 員 会 が 行 う 。  

⑶  本 プ ロ ポ ー ザ ル に お け る 最 低 合 格 基 準 は 満 点 の ７ 割 と す る 。  

⑷  辞 退 等 の 事 由 に よ り 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 業 者 が １ 者 の み に な っ

た 場 合 、 審 査 の 結 果 点 数 が ⑶ の 基 準 に 達 し て い れ ば 、 市 の 求 め る

基 準 に 達 し て い る と み な し 、 契 約 の 交 渉 権 を 得 る こ と と す る 。  

⑸  全 者 辞 退 等 の 事 由 に よ り 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 業 者 が な か っ た

場 合 、 ま た は 審 査 の 結 果 、 全 提 案 者 の 点 数 が 最 低 合 格 基 準 に 満 た

な か っ た 場 合 、 プ ロ ポ ー ザ ル は 中 止 と し 、 書 面 に て 別 途 中 止 の 通

知 を 送 付 す る 。  

 

1 5 審 査 結 果 の 通 知  

⑴  審 査 結 果 は 選 定 ・ 非 選 定 に 関 わ ら ず 、 審 査 順 位 決 定 後 す み や か

に 、 文 書 で 通 知 す る 。  

⑵  審 査 結 果 に 対 す る 質 問 お よ び 説 明  

ア  方 法 ： 電 子 メ ー ル を 事 務 局 に て 受 け る 。  

イ  期 間 ： 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 （ 金 ） か ら 令 和 ８ 年 ５ 月 1 5 日 （ 金 ）
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ま で  

⑶  審 査 結 果 及 び 契 約 の 相 手 方 に つ い て は 、 契 約 確 定 後 に 市 ホ ー ム

ペ ー ジ に て 公 表 す る 。  

 

1 6 契 約 締 結 に つ い て  

⑴  原 則 、 優 先 交 渉 権 者 と 企 画 提 案 内 容 に つ い て 協 議 が 調 っ た 後 、

契 約 手 続 き を 行 う も の と す る 。  

⑵  優 先 交 渉 権 者 と の 協 議 が 不 調 と な っ た 場 合 に は 、 次 点 の 者 に 対

し て 、 令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日 （ 木 ） ま で に 、 協 議 を 開 始 す る 旨 を 通 知

す る も の と す る 。  

⑶  優 先 交 渉 権 者 と な っ た こ と を も っ て 、 提 案 し た す べ て の 内 容

（ 金 額 ・ 仕 様 ・ 数 量 等 ） に つ い て 契 約 を 保 証 す る も の で は な い 。

契 約 内 容 に つ い て は 、 市 と 協 議 を 行 い 決 定 す る 。  

 

1 7 提 出 書 類 の 取 扱 い  

⑴  著 作 権 は 提 案 者 に 所 属 す る 。  

⑵  提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。  

⑶  参 加 者 の 名 称 は 、 公 開 す る こ と が あ る 。  

⑷  提 出 さ れ た 書 類 に つ い て 、 武 蔵 野 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 1 3 年 ３

月 2 3 日 条 例 第 ５ 号 ） の 対 象 と な る ほ か 、 規 定 に 基 づ き 、 そ の 内 容

の 全 部 又 は 一 部 を 公 開 す る 場 合 が あ る 。 こ の と き 本 市 は 企 画 提 案

書 等 を 無 償 で 使 用 で き る も の と す る 。  

⑸  事 業 の 審 査 作 業 に 必 要 な 範 囲 に お い て 、 市 は 企 画 提 案 書 の 複 製

を す る こ と が あ る 。  

 

1 8 失 格 要 件  

以 下 の 場 合 に は 、 委 員 会 に お い て 審 査 の う え 、 失 格 と な る こ と が あ

る 。  

⑴  本 実 施 要 領 に 沿 っ た 方 法 で 企 画 提 案 が な さ れ な か っ た 場 合  

⑵  企 画 提 案 書 及 び 見 積 書 に 虚 偽 の 記 載 が あ る 場 合  

⑶  審 査 結 果 に 影 響 を 与 え る よ う な 不 誠 実 な 行 為 を 行 っ た 場 合  

⑷  そ の 他 委 員 会 に お い て 、 不 適 当 と 認 め ら れ た 場 合  

 

1 9 そ の 他  

⑴  本 プ ロ ポ ー ザ ル 不 参 加 者 に 対 し 、 不 利 な 取 り 扱 い を す る こ と は

な い 。  
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⑵  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 に 係 る 一 切 の 費 用 は 、 企 画 提 案 者 の 負 担

と す る 。  

⑶  採 用 さ れ た 企 画 提 案 の 内 容 に つ い て は 、 事 務 局 と 選 定 し た 事 業

者 と の 協 議 の 上 変 更 す る こ と が あ る 。  

 

2 0 参 考 資 料  

別 紙 １ ： L E D 化 対 象 施 設 一 覧 表  

別 紙 ２ ： 既 設 照 明 リ ス ト  

【 参 考 図 面 の 貸 与 に つ い て 】   

対 象 施 設 の 既 存 設 備 図 面 に つ い て 、 希 望 者 に 対 し デ ー タ の 貸 与 を

行 う 。  

⑴  申 込 期 間 ： 令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ） か ら ２ 月 ９ 日 （ 月 ） ま で  

⑵  申 込 方 法 ： 事 前 に 事 務 局 へ 電 話 連 絡 の 上 、 「 参 考 図 面 貸 与 申 込

書 【 様 式 ５ 】 」 を 電 子 メ ー ル ま た は 持 参 に よ り 提 出

す る こ と 。  

⑶  提 供 方 法 ： C D - R 等 の 電 子 媒 体 に よ り 提 供 す る 。 窓 口 お よ び 郵 送

に よ る こ と と し 、 郵 送 を 希 望 す る 場 合 は 返 送 用 切

手 、 封 筒 等 を 事 務 局 宛 に 送 付 す る こ と 。 電 子 媒 体 に

つ い て は 保 存 次 第 速 や か に 返 却 す る こ と 。  

⑷  留 意 事 項  

・ 提 供 す る 図 面 は 建 設 当 時 の も の や 改 修 時 の も の が 混 在 し て お  

り 、 現 況 と 整 合 し な い 場 合 は 現 況 を 優 先 す る 。  

・ 提 供 さ れ た デ ー タ は 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 提 案 作 成 以 外 の 目 的 で 使

用 し て は な ら な い 。  

・ デ ー タ の 貸 与 の 有 無 に よ る 不 利 な 取 り 扱 い を す る こ と は な  

い 。  

 

2 1 事 務 局 （ 問 合 せ 先 、 提 出 先 ）  

武 蔵 野 市  財 務 部 施 設 課  東 棟 ３ 階  

住   所  〒 1 8 0 - 8 7 7 7  武 蔵 野 市 緑 町 ２ － ２ － 2 8  

電 話 番 号  0 4 2 2 - 6 0 - 1 8 6 5  

F  A  X  0 4 2 2 - 5 1 - 9 1 4 1  

メ ー ル ア ド レ ス  S E C - S H I S E T S U @ c i t y . m u s a s h i n o . l g . j p  

担 当  松 川 （ マ ツ カ ワ ） ・ 小 松 （ コ マ ツ ）  


